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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成21年8月20日(2009.8.20)

【公開番号】特開2009-37567(P2009-37567A)
【公開日】平成21年2月19日(2009.2.19)
【年通号数】公開・登録公報2009-007
【出願番号】特願2007-203577(P2007-203577)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  12/00    ５３１Ｄ
   Ｇ０６Ｆ  12/00    ５３１Ｒ
   Ｇ０６Ｆ   3/06    ３０４Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月7日(2009.7.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上の外部記憶装置に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ
記録されたデータの同一性を保持するための処理を実行可能な情報処理装置であって、
　前記情報処理装置に記憶されている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、前
記各外部記憶装置に記憶されているグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得
手段と、
　前記グループ識別情報取得手段で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理装
置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定手段と
、
　前記グループ判定手段で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループで
あると判定されている場合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一デー
タ記録手段と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記情報処理装置は、前記同一データ記録手段による処理の終了後に、前記各外部記憶
装置に前記情報処理装置が動作する環境が設定された動作設定情報を記録する動作設定記
録手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報処理装置が前記グループ識別情報を記憶していない場合に、前記情報処理装置
の動作の設定を行なうか否かの指示を受付ける受付手段と、
　前記受付手段で前記動作の設定を行なう指示がされた場合には、少なくとも１つの前記
外部記憶装置に記録された前記動作設定情報に基づいて前記情報処理装置の動作設定情報
を更新する動作設定更新手段と
を更に有することを特徴とする請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　少なくとも前記各外部記憶装置のそれぞれが同一のグループである場合に、前記各外部
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記憶装置のそれぞれに記録されたデータの同一性が保持されるように、前記各外部記憶装
置にデータを記録するデータ記録手段と、
　前記データ記録手段により記録されたデータに基づいて当該データの種類又は／及び当
該データを記録した時間を含む履歴情報を生成し当該履歴情報を記録する履歴情報記録手
段と
を更に有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記各外部記憶装置に対して相互に複製を行なう相互複製モードと、一方の外部記憶装
置からもう一方の外部記憶装置に複製を行なう片方複製モードとから動作モードを選択す
る選択手段と、
　前記選択手段により動作モードとして前記片方複製モードが選択された場合に、データ
のコピー元となる外部記憶装置とデータのコピー先となる外部記憶装置とを設定し、該設
定された、前記コピー元となる外部記憶装置に記録されたデータと、前記コピー先となる
外部記憶装置に記録されたデータとの差分のデータを、前記コピー元となる外部記憶装置
から前記コピー先となる外部記憶装置に複製する片方複製手段と、
　前記選択手段により動作モードとして前記相互複製モードが選択された場合に、前記各
外部記憶装置に記録されたデータにおいて、それぞれ相互の差分のデータを前記各外部記
憶装置に複製する相互複製手段と
を更に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが異なるグループである場合、前記動作設定
記録手段を実行しないように制御することを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理
装置。
【請求項７】
　前記各外部記憶装置のそれぞれが異なるグループである場合、前記同一データ記録手段
を実行しないように制御することを特徴とする請求項６記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記外部記憶装置が前記グループ識別情報を記憶していない場合、前記情報処理装置の
前記グループ識別情報を、前記外部記憶装置に記録することを特徴とする請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　２つ以上の外部記憶装置に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ
記録されたデータの同一性を保持するための処理を実行可能な情報処理装置における情報
処理方法であって、
　前記情報処理装置に記憶されている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、前
記各外部記憶装置に記憶されているグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得
工程と、
　前記グループ識別情報取得工程で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理装
置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定工程と
、
　前記グループ判定工程で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループで
あると判定されている場合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一デー
タ記録工程と、
を有することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１０】
　２つ以上の外部記憶装置に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ
記録されたデータの同一性を保持するための処理を実行可能な情報処理装置で読取実行可
能なプログラムであって、
　前記情報処理装置を、
　当該情報処理装置に記憶されている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、各
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外部記憶装置に記憶されているグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得手段
と、
　前記グループ識別情報取得手段で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理装
置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定手段と
、
　前記グループ判定手段で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループで
あると判定されている場合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一デー
タ記録手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０記載のプログラムを格納することを特徴とするコンピュータで読み取り可能
な記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の目的は、セキュリティーの向上を図りつつデータのバックアップを行うと共に
、業務の停滞を抑止することができる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び記
憶媒体を提供することにある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の情報処理装置は、２つ以上の外部記憶装置
に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ記録されたデータの同一性
を保持するための処理を実行可能な情報処理装置であって、前記情報処理装置に記憶され
ている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、前記各外部記憶装置に記憶されて
いるグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得手段と、前記グループ識別情報
取得手段で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理装置と前記各外部記憶装置
とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定手段と、前記グループ判定手段
で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであると判定されている場
合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一データ記録手段と、を有する
ことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記目的を達成するために、請求項９記載の情報処理方法は、２つ以上の外部記憶装置
に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ記録されたデータの同一性
を保持するための処理を実行可能な情報処理装置における情報処理方法であって、前記情
報処理装置に記憶されている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、前記各外部
記憶装置に記憶されているグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得工程と、
前記グループ識別情報取得工程で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理装置
と前記各外部記憶装置とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定工程と、
前記グループ判定工程で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであ
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ると判定されている場合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一データ
記録工程と、を有することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　上記目的を達成するために、請求項１０記載のプログラムは、２つ以上の外部記憶装置
に同一のデータをそれぞれ記録し、各外部記憶装置にそれぞれ記録されたデータの同一性
を保持するための処理を実行可能な情報処理装置で読取実行可能なプログラムであって、
  当該情報処理装置に記憶されている当該情報処理装置に固有のグループ識別情報と、各
外部記憶装置に記憶されているグループ識別情報とを取得するグループ識別情報取得手段
と、前記グループ識別情報取得手段で取得したグループ識別情報に従って、前記情報処理
装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループであるか否かを判定するグループ判定手段
と、前記グループ判定手段で前記情報処理装置と前記各外部記憶装置とが同一のグループ
であると判定されている場合には、同一のデータを前記各外部記憶装置に記録する同一デ
ータ記録手段として機能させることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記目的を達成するために、請求項１１記載のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体
は、請求項１０記載のプログラムを格納することを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明によれば、セキュリティーの向上を図りつつデータのバックアップを行うと共に
、業務の停滞を抑止することができる。
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